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余 市 警 察 署

交 通 課

◇酒酔い運転

５年以下の懲役 １００万円以下の罰金・ 又は

違反点 ３５点・ 、

◇酒気帯び運転

３年以下の懲役 ５０万円以下の罰金・ 又は

違反点 ２５点 １３点・ 、体内アルコール濃度によって 又は

◇飲酒運転をした者以外にも、飲酒運転するおそれのある

者に した者や した者、飲酒運転の車車両を提供 酒類を提供

両に した者にも厳しい罰が科されます。同乗

飲酒運転 絶対 やめましょうは に


